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Ⅰ 第三者行為求償事務 

 

１ 求償事務の概要 

被保険者が介護の保険給付を受ける時、その給付事由が第三者の不法行為に

起因して生じたものである場合、この給付額については第三者による不法行為

がなければ発生しなかった費用であるため、第三者に賠償責任が生じます。市

町村は被保険者の申し出に応じて保険給付を一旦は行いますが、保険給付後に

第三者の過失割合に応じた金額を第三者から回収することが必要となります。 

そこで、介護保険法第 21条第 1項にて、保険給付事由が第三者の行為による

時は、被保険者が第三者に対して有する損害賠償請求権のうち、保険給付分に

ついて第三者に対する損害賠償請求権を市町村が取得すること（これを「代位

取得」といいます。）が定められています。 

この代位取得した損害賠償請求権に基づき行う事務手続きを「第三者行為求

償事務」と呼んでいます。 

 

２ 損害賠償請求権の法的根拠 

≪介護保険法第 21条≫ 

１ 市町村は、保険給付事由が第三者の行為によって生じた場合において、保

険給付を行ったときは、その給付の価額の限度において、被保険者が第三者に

対して有する損害賠償の請求権を取得する。 

２ 前項に規定する場合において、保険給付を受けるべき者が第三者から同一

の事由について損害賠償を受けたときは、市町村は、その価額の限度において、

保険給付を行う責めを免れる。 

３ 市町村は、第 1項の規定により取得した請求権に係る損害賠償金の徴収又

は収納の事務を国民健康保険法第45条第5項に規定する国民健康保険団体連合

会（以下「連合会」という。）であって厚生労働省令で定めるものに委託するこ

とができる。 
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３ 代位取得の範囲 

 市町村が代位取得する損害賠償請求権の範囲は、第三者の不法行為によって

生じた損害のうち、保険給付された価額の限度になります。そのため、介護サ

ービス費等（福祉用具購入費、住宅改修費等を含む）のうち、被保険者本人の

自己負担額を控除した額（保険者負担額）についてのみ代位取得できます。 

また、被害者に過失があったときは、市町村が代位取得する損害賠償額もこ

れに制限されることとなります。（民法 722②） 

 市町村の代位取得していない自己負担額については、被保険者に請求権が留

保され、被保険者が第三者に対して損害賠償請求を行うことになります。 

 

４ 代位取得の成立要件 

損害賠償請求権を代位取得するには下記の 3条件が必要となり、これを満た

した場合に求償の対象となります。 

① 給付事由が第三者の行為によって生じたこと 

② その事故に対して市町村が保険給付を行ったこと 

③ 当該被保険者の第三者に対する損害賠償請求権が現に存在していること 

※ 既に弁済・和解・示談・時効・免除等により、損害賠償請求権が消滅

している場合には、市町村は代位取得できません。 

 

民法第 709条（不法行為による損害賠償） 

 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これ

によって生じた損害を賠償する責任を負う。 

 

民法第 722条 （損害賠償の方法及び過失相殺） 

②被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定め

ることができる。 
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Ⅱ 求償権の限界 

 

１ 示談について 

 示談とは当事者同士がお互いに譲歩して、その間にある争いをやめる契約を

いいます。過失割合等を協議して一定の支払いをする一方で、今後一切の請求

をお互いにしないというものです。そのため、示談後の給付分については原則

として代位取得できません。 

 示談については求償事務を進める上で非常に重要な情報になりますので、既

に示談が行われている場合には、その内容を聴取して、書面で取り交わされて

いれば示談書のコピーをもらってください。 

また、示談が成立する際に示談書に次のような文言を記載していただくこと

により、求償事務をスムーズに行うことができますので、届出時には被保険者

への記載依頼をしていただくようにお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

２ 過失相殺について 

 被保険者にいくらかの過失があるときはそれを考慮して、総給付額のうち第

三者の過失割合分のみの求償を行います。※（総給付額×第三者過失割合％＝

求償対象金額） 

 交通事故の過失割合については、別冊判例タイムズ 38「民事交通訴訟におけ

る過失相殺率の認定基準 全訂 5版」を参考にしています。 

 

３ 時効について 

 不法行為による損害賠償請求権については、民法による規定に沿って行われ

ます。 

当事者甲（加害者名）は、示談締結日までに当事者乙（被保険者）

に対して市町村が給付した介護保険給付額を、介護保険法第 21 条

第 1 項に基づき、市町村に別途支払うものである。 
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2017年 5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が 2020年 4月 1日に施

行されました。 

■改正による権利行使期間の変化 

 不法行為 債務不履行 

改正前の民法 損害及び加害者を知った

時から 3年以内であり、か

つ、不法行為の時から 20

年以内 

権利を行使することができ

る時から 10年以内 

改正後の民法 

①損害賠償請求権 

一般（②を除く） 

例）事件・事故によって被

害者の物が壊されてしまっ

た場合 

改正前と同じ 権利を行使することができ

ることを知った時から 5年

以内であり、かつ、権利を

行使することができる時か

ら 10年以内 

②人の生命又は身体の侵

害による損害賠償請求権 

例）事件・事故によって被

害者が怪我をしてしまった

場合 

損害及び加害者を知った

時から 5年以内であり、か

つ、不法行為の時から 20

年以内 

権利を行使することができ

ることを知った時から 5年

以内であり、かつ、権利を

行使することができる時か

ら 20年以内 

 

■生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権の消滅時効の期間 

被害者又はその法定代理人が損害及び

加害者を知った時点 

時効が完成する時点 

2017年 3月 31日以前 知った時から 3年（改正前の民法適用） 

2017年 4月 1日以降 知った時から 5年（改正後の民法適用） 

※これに加え、改正前・改正後のいずれにおいても、不法行為の時から 20年の権利

行使期間の制限があります 

 （出典：法務省のホームページ） 
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Ⅲ  高知県国民健康保険等損害賠償請求事務共同処理規則  

 

（目  的）  

第１条  この規則は、国民健康保険法（昭和 33 年法律第 192 号。以

下「法」という。）第 64 条に規定する損害賠償請求権（以下｢求償権｣

という。）の事務を、高知県国民健康保険団体連合会（以下｢連合会｣

という。）において共同処理することについて必要な事項を定め、損

害賠償請求事務（以下｢求償事務｣という。）を円滑にすることを目的

とする。  

（共同処理の範囲）  

第２条  連合会における求償事務共同処理の範囲は、次の各号に掲

げるものとする。  

（ 1）  保険者に対する求償速報に関すること  

（ 2）  求償権取得の有無の確認調査に関すること  

（ 3）  処理方法決定のための調査に関すること  

（ 4）  第三者、自動車損害賠償責任保険及び自動車損害賠償責任保

険会社（以下｢保険会社等｣という。）への損害賠償金の請求及

び受領に関すること。  

（ 5）  その他共同処理を必要とするもの  

（委託契約）  

第３条  連合会は、求償事務を委託する保険者との間で、求償事務

委託に関する契約（様式第 1 号）を締結するものとする。  

（速  報）  

第４条  連合会は、保険給付の事由が第三者行為によるものについ

て、保険者がその事故にかかる事務をじん速かつ的確に処理するた

めに必要な事項を調査し、保険者に対し求償速報をするものとする。 

（委託書の提出）  

第５条  保険者は、連合会に求償事務を委託するときは、その都度

損害賠償請求事務委託書（様式第 2 号）を連合会に提出しなければ

ならない。  

２  前項の委託書には、その事故に係る診療報酬請求明細書の写並

びに被保険者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主から提出され
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た傷病届（添付書類を含む）及び念書、その他求償事務処理に必要

な書類を添付するものとする。  

（当事者への通知）  

第６条  連合会は、保険者から委託があった場合は、当該委託に係

る事故の被保険者及び第三者（以下｢当事者｣という。）に対し、求償

事務を受託した旨を通知（様式第 3 号及び様式第 3 号の 2）しなけ

ればならない。  

（求償権の確認）  

第７条  連合会は、第 5 条第 2 項により提出された書類及び当事者

から提出させた調査表（様式第 3 号の 3 及び様式第 3 号の 4）の審

査を行ない、また必要に応じ当事者、事故現場の目撃者及び所轄警

察署の意見を聞いて求償権取得の有無を確認し、保険者に通知しな

ければならない。  

（損害賠償額等の決定）  

第８条  連合会は、求償権を取得できたものについては、保険者と

合議のうえ第三者に対する損害賠償請求額または被保険者に対する

保険給付金還付額（以下｢損害賠償額等｣という。）を決定しなければ

ならない。  

（請  求）  

第９条  連合会は、損害賠償額等を決定したときは、次の各号の区

分に従って自動車損害賠償責任保険会社の指定する自動車損害賠償

責任保険損害賠償額支払請求書、または損害賠償金支払請求書及び

保険給付金還付請求書により請求しなければならない。  

（ 1）  法第 64 条第 1 項に該当するものは第三者  

（ 2）  法第 64 条第 2 項に該当するものは被保険者またはその世帯主  

（ 3）  法第 64 条第 1 項に該当するもので自動車損害賠償責任保険へ

請求できるものは自動車損害賠償責任保険会社  

（損害賠償金の送金）  

第 10 条  連合会は、損害賠償金を保険会社等から受領したときは、

指定金融機関を通じて当該保険者が指定する金融機関に振り込むも

のとする。  
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（納入通知）  

第 11 条  保険者は、損害賠償金及び保険給付金還付金を収納したと

きは、納入者氏名、収納金額及び収納年月日を遅滞なく連合会に通

知しなければならない。  

（完了通知）  

第 12 条  連合会は、委託を受けた求償事務が完了した場合は、求償

事務完了通知書（様式第 4 号）により、保険者に通知しなければな

らない。  

（委託の解除）  

第 12 条の２  連合会は、最善の手段を尽くしたにもかかわらず、求

償不能または、裁判等最終的手段によらなければならない場合は、

損害賠償事務委託解除通知書に提出のあった関係書類を添え、保険

者に送付するものとする。  

（手数料）  

第 13 条  連合会は、求償事務を共同処理する費用にあてるため、求

償事務を委託した保険者から求償事務取扱手数料を徴収する。  

２  前項の求償事務取扱手数料は、次項に定める表の左欄に掲げる

計算期間の区分の期間欄の期間中に収納した求償金額に 100 分の 8

を乗じて得た額に消費税 10％を加えた額（その乗じて得た額に 1 円

未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額）とする。  

３  前 2 項の求償事務取扱手数料は、次の表の左欄に掲げる計算期

間の区分に応じて、同表の右欄に掲げる徴収月に徴収するものとす

る。  

                                 

計  算  期  間  の  区  分  徴収月  

4 月 1 日から 9 月 30 日までに収納した求償金額

に対するもの  
10 月  

10 月 1 日から翌年 2 月末日までに収納した求償

金額に対するもの  
3 月  

3 月中に収納した求償金額に対するもの  その都度  
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（費用の負担区分）  

第 14 条  求償事務共同処理に必要な費用のうち、次の各号に掲げ

る費用は保険者の負担とする。 

（ 1）  医療機関及びその他の関係機関が発行する診断書及びその他

各種証明書の文書料。ただし、警察署の発行する交通事故証

明書の文書料を除く。  

（ 2）  訴訟に関する費用。ただし、連合会の責に属するものを除

く。  

（ 3）  その他保険者と連合会で負担区分を明確にした費用。  

（諸帳簿）  

第 15 条  連合会は、求償事務を共同処理するため、次の帳簿を備

え所要事項を記録しなければならない。  

（ 1）  求償事務受託台帳（様式第 5 号）  

（ 2）  保険会社等請求台帳  

（3）  第三者行為事故調査処理管理簿（様式第 6 号から様式第６号の 3

まで） 

（ 4）  求償事務取扱手数料賦課徴収簿  

（介護保険に係る求償事務）  

第 16 条  連合会は、介護保険法（平成９年法律第 123 号）第 21 条

第 1 項に規定する損害賠償請求権の事務を介護保険者の委託を受け

て共同処理することができる。  

２  第 2 条から前条までの規定及びこれらに規定する様式は、介護

保険に係る損害賠償請求権の事務について準用する。この場合にお

いて、これらの規定中｢被保険者｣とあるのは、｢受給者｣と、｢法第

64 条｣とあるのは｢介護保険法第 21 条｣と「国民健康保険」とあるの

は「介護保険」と「国保使用」とあるのは「介護使用」と｢国民健康

保険被保険者｣とあるのは｢介護保険受給者｣と読み替えるものとす

る。  

（後期高齢者医療に係る求償事務） 

第 17 条  連合会は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年

法律第 80 号）第 58 条に規定する損害賠償請求権の事務を後期高齢
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者医療広域連合の委託をうけて共同処理することができる。  

２  第 2 条から前条までの規定及びこれらに規定する様式は、後期

高齢者医療に係る損害賠償請求権の事務について準用する。この場

合においてこれらの規定中｢保険給付｣とあるのは｢医療給付｣と、

｢法第 64 条｣とあるのは｢高齢者の医療の確保に関する法律第 58 条｣

と、｢保険給付金｣とあるのは｢医療給付金｣と、｢国民健康保険｣とあ

るのは｢後期高齢者医療｣と、｢国保使用｣とあるのは｢後期高齢者医

療使用｣と、｢国民健康保険被保険者｣とあるのは｢後期高齢者医療被

保険者｣と読み替えるものとする。  

（細目）  

第 18 条  この規則に定めるもののほか、求償事務に関して必要な細

目は、理事長が定める。  

 

附則  

（施行期日）  

1 この規則は、公布の日から施行し平成 21 年 4 月 1 日から適用す

る。  

（経過措置）  

2 この規則の施行前に行われた健康保険法等の一部を改正する法

律（平成 18 年法律第 83 号）附則第 32 条の規定によりなお従前の例

によることとされた老人保健法の規定による求償事務については、

なお従前の例による。  
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Ⅳ 保険者における事務処理 

 

１ 第三者行為事故の発見 

第三者行為求償事務を実施する際に前提となるのは「事故の発見」です。 

介護保険法施行規則第 33条の 2の規定に基づき、介護給付に係る事由が第三

者の行為によって生じたものであるときは、被保険者は遅滞なく市町村へ届出

を行うことが義務付けられています。 

しかし、現状ではなかなかこの届出がされないことが多いので、広報などを

通じて届出義務の周知徹底を図ることが必要です。 

また、以下のようなポイントを中心に発見に努めてください。 

・被保険者からの申出、要介護認定申請時等における聞き取り 

・医療保険者からの連絡 

・損害保険会社からの連絡 

・介護サービス事業者やケアマネージャー等からの連絡 

・要介護認定時の主治医意見書における内容 

・第三者行為求償突合リスト 

 ※対象があった場合には本会介護保険課から提供していますので、内容等

については求償係までお問い合わせください。 

 

≪介護保険法施行規則第 33条の 2≫ 

 介護給付、予防給付又は市町村特別給付の支給に係る事由が第三者の行為に

よって生じたものであるときは、第一号被保険者は、遅滞なく、次に掲げる事

項を記載した届出を市町村に提出しなければならない。 

一 届出に係る事実 

二 第三者の氏名及び住所又は居所（氏名又は住所若しくは居所が明らかでな

いときは、その旨） 

三 被害の状況 
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≪介護保険法第 23条≫ 

市町村は、保険給付に関して必要があると認めるときは、当該保険給付を受

ける者若しくは当該保険給付に係る居宅サービス等（居宅サービス（これに相

当するサービスを含む。）、地域密着型サービス（これに相当するサービスを含

む。）、居宅介護支援（これに相当するサービスを含む。）、施設サービス、介護

予防サービス（これに相当するサービスを含む。）、地域密着型介護予防サービ

ス（これに相当するサービスを含む。）若しくは介護予防支援（これに相当する

サービスを含む。）をいう。以下同じ。）を担当する者若しくは保険給付に係る

第四十五条第一項に規定する住宅改修を行う者又はこれらの者であった者（第

二十四条の二第一項第一号において「照会等対象者」という。）に対し、文書そ

の他の物件の提出若しくは提示を求め、若しくは依頼し、又は当該職員に質問

若しくは照会をさせることができる。 
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２ 求償対象事案であるか 

 第三者行為と判明した場合、当該被保険者に対して保険給付を行っている（又

は給付する予定がある）ことを確認し、損害賠償請求が行えるかを確認します。 

求償の対象となる要件として第一に、被保険者が当該介護サービス費の一部

負担金について、第三者から損害賠償を受けている（又は受ける予定がある）

ことが重要になります。 

国保被保険者、後期高齢者である場合は、医療費の給付分について、求償に

関する調査を既に行っている場合もありますので、医療保険者にも確認してく

ださい。 

 

３ 求償書類の作成 

 求償対象であると確認できた場合、被保険者、第三者それぞれに各種書類の

記入をしてもらってください。本会へ求償事務委託する際に必要となります。 

既に国保等医療費の給付分について求償委託をしている案件については、各

届出書類を省略できる場合もありますので、連合会まで連絡してください。 

  

 

４ 連合会への求償事務委託 

 求償対象である案件について、各種書類に損害賠償請求事務委託書を添えて

連合会へ委託してください。 

 高額介護サービス費の償還払い、福祉用具購入費補助、住宅改修費補助が行

われた場合には連合会へ支給決定通知書のコピーを送付してください。 

※ 上記については連合会で把握できませんので、支給された際には早急に

連絡をお願いします。 
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